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ポ イ ン ト 
●合計・増加流量オーバー遮断及び継続使⽤時間オーバー遮断等については、

その遮断原因を⾒つけましょう。 

● 調査のできない場合や原因が判明しない場合は、販売事業者に対し
て原因調査の必要なことを連絡します。 

〈⽕災･爆発が発⽣した場合〉 
すでに、⽕災等が発⽣している場合には、現場に到着したらまず最初に消防・警察へ到着

の報告を⾏い、その指⽰に従って災害の拡⼤を防⽌するために⾏動します。また、⽕災や消
防活動の状況を把握するとともに、近隣の住宅を含めたＬＰガス容器などの状況を確認し、
消防活動への助⾔などを⾏います。 

 

〈集中監視による遮断の場合〉 
ガスが出ない等の集中監視によるガスメーター保安情報での緊

も多く、現場で適切な措置を求められる場合もあります。 
 

   ❶合計･増加流量オーバー遮断  

   ❷継続使⽤時間オーバー遮断  

   ❸圧⼒低下遮断  

   ❹感震器作動遮断  

   ❺ガス漏れ警報器･CO警報器作動遮断  

   ❻電池電圧低下遮断  

＊遮断後の復帰にあたっては、復帰が災害につながらないようにガス
漏れの有無等を確認しなければなりません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈CO中毒の場合〉 

   ❶被害者がいる場合は､救急⾞の出動を要請して救助を求めます。  
 

   ❷容器バルブ､メーターガス栓を閉⽌します。  
 

   ❸窓､ドアを開放して速やかに換気します。  
 

   ❹燃焼器の検査､給排気筒の点検を⾏い､燃焼器の使⽤禁⽌等の措置を⾏います。  
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